
令和２年３月 24 日  

市内有料老人ホーム 施設長 様 

名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課長  

「民法の一部を改正する法律」（平成 29年法律第 44 号）の施行に伴う 

留意事項について（お知らせ） 

 日頃は、本市の高齢福祉事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 「民法の一部を改正する法律」（平成 29 年法律第 44号。以下「改正法」という。）が、平成 29年

５月に成立し、一部の規定を除いて令和２年４月１日から施行されます。改正法では、民法の契約

等に関する規定（債権法）について、社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うととも

に、現在の裁判や取引の実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしています。 

 今回の民法の改正により、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であっ

て保証人が法人でないもの（個人根保証契約）は、極度額を定めなければその効力を生じないもの

とされます。これは、保証人が予想を超える過大な責任を負うことがないようにするための改正で

あり、令和２年４月１日以降に締結される個人根保証契約に適用されます。 

 つきましては、有料老人ホーム入居契約が個人根保証契約に該当する場合は、極度額を定める等

して契約書のひな形の改訂等の対応を取るようお願いいたします。 

 民法改正に係る詳しい内容については、法務省のホームページ等をご参照ください。 

【参考】 

民法改正に係るパンフレット（法務省） 

       ・ 全般  http://www.moj.go.jp/content/001254263.pdf

       ・ 保証  http://www.moj.go.jp/content/001254262.pdf

 なお、本改正に伴い入居契約書等の改訂を行った場合は、老人福祉法第 29 条第２項の規定によ

り、変更届の提出が必要となります。変更届は、変更の日から１月以内の提出が必要です。事前相

談は不要で、郵送でのご提出で構いません。また、変更届に関する提出書類は、「変更届（第 26号

様式）」と「入居契約書（新）」になります。 

 以上、よろしくお願いいたします。 
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